
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

１４４０１

基盤研究(C)

2014～2011

矯正困難者に対する効果的な刑事制裁

The effective punishment for a repeat offender

２０２２２０３６研究者番号：

島岡　まな（Shimaoka, Mana）

大阪大学・高等司法研究科・教授

研究期間：

２３５３００７６

平成 年 月 日現在２７   ６   ９

円     2,200,000

研究成果の概要（和文）：いわゆる矯正困難者に対する効果的な刑事制裁について、フランス刑事法の状況を調査した
。フランスでは2002年以降のサルコジ内相、2007～2012年のサルコジ大統領の下で数多くの治安維持立法、再犯防止立
法がなされた。それに基づく刑事政策を性犯罪、薬物犯罪者などについて調査したが、前者に関する電子監視や矯正プ
ログラムも中途半端に終わっており、2012年のオランド政権誕生による政権交代後は、厳罰化も再犯防止には逆効果で
あると評価され始めている。薬物犯罪者に対する治療命令は一定程度効果をあげている。高齢犯罪者については、刑務
所を避ける人道的政策が行われており、日本も見習うべきだと思われる。

研究成果の概要（英文）：I investigated the French criminal law to look for the effective criminal 
sanction for a repeat offender. In France, at the time of Prime minister and President, Mr.Sarkozi,a 
large number of peace maintenance legislation and second offense prevention legislation were done.I 
investigated the criminal policy for the sex offender, the drug poisoning offender,and the senior 
offender. But the electronic watch or the special correction program for the sex offender are not 
effective. After the change of political power, the severe punishmentization under the goverment of 
Mr.Sarkozi, is criticized by the new President,Mr.Hollande.The treatment order for the drug poisoning 
offender is effective, so I think that we must introduce it in Japan. For the senior offender, french 
judge avoide the prison sentence for them from a humane point of view ,I think that we should follow it.

研究分野： 刑法

キーワード： 刑事法　刑事政策　フランス刑法
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１． 研究開始当初の背景 

（１）犯罪（再犯）の予防は、特にいわゆる

矯正困難者といわれる性犯罪者・薬物依存者

等において急務であるが、犯罪予防的観点か

らの先進的施策である電子監視、治療処分等

を既に導入しているフランス刑事法の状況

について調査し、我が国の参考としたいと考

えた。 

（２）また、最近、高齢犯罪者の増加も顕著

となっているが、高齢者も青少年のような可

塑性に欠けることから矯正困難である点で

性犯罪者や薬物依存者と共通の問題を抱え

ると予想されたため、日本と同様の高齢化傾

向を持つフランスの法律、刑事司法制度、刑

事制裁（行刑を含む）について調査しようと

考えた。 

 

２． 研究の目的 

性犯罪者・薬物依存者、高齢犯罪者等、い

わゆる矯正困難者に対する効果的な刑事制

裁（電子監視、治療処分等）を探究するため、

比較法の手法を用い、日本でドイツ刑法に比

して研究がほとんど進んでいないフランス

刑事法を参考とすることとした。 

これらを既に実施しているフランス刑事

法の状況について調査し、日本の状況と比較

しつつ、同様の法制度や刑事政策導入の可否

に関する具体的提言を行うことが、本研究の

目的である。 

 

３．研究の方法 

 ①日仏文献調査・研究、②フランス人専門

家（学者、法律実務家）へのインタビュー・

アンケート調査、③現地フィールド調査の３

つの方法によって行った。 

 ①については、刑事政策の教科書や、とり

わけ犯罪予防に関する文献等を収集・検討し

た。関連する法律も、できるだけ収集した。 

 ②については、平成 24年から 26 年にかけ

て 3度のフランスでの海外調査を行い、まず

司法省再犯対策局のアニー・ケンセイ局長を

訪問し、インタビューを行った。ケンセイ局

長の部下のギイ・カサダモン研究官（社会学

者）にもインタビューを行い、著書や資料を

いただいた。また、別の日に司法省少年局の

ショケ研究部長を訪問し、少年の再犯防止に

関するインタビューを行った。 

 平成 26 年には南仏のトゥールーズ大学を

訪問し、マリリンヌ・ブルジュマン准教授、

ジャックラリュー教授（民事法）の紹介で、

マリエレーヌ・ゴッツィ准教授（刑法）、マ

ルク・スゴン教授（刑法）等と面談し、矯正

困難者への効果的な刑事制裁について調査

を行った。 ③平成 24 年から 26 年にかけて

3 度のフランスでの海外調査の際、パリ郊外

のヴィルパント拘置所を 1 日訪問・調査し、

所長にインタビューを行った。また、パリ郊

外のフルーリー少年刑務所を 1日訪問・調査

し、所長や職員にインタビューを行った。 

 平成 26 年 2 月には、トゥールーズ大学の

フランソワ・デュー教授（警察学）が所長を

務めるアジャン国立行刑研究所を訪問し、行

刑施設の工夫について調査した。       

 

４．研究成果 

（１）まず、フランスの刑事政策全般に言え

ることは、学問も法律もその当時の政治情勢

に日本以上に影響を受けるという事実であ

る。そして、たまたま筆者の研究期間の途中

（2012 年）にフランスの大統領選挙があり、

5 年間続いた右派のサルコジ政権から左派の

オランド政権へと劇的な政権交代が行われ

た。しかも、サルコジ政権時代は、治安維持

の目的で多くの刑事立法が行われており、少

年犯罪の防止を目的とした少年犯罪の厳罰

化などが日本と同様になされたが、今後オラ

ンド政権下でそれらの政策が批判的に検討

されることにより、その成果が問われること

が予想される。そのため、本研究の成果は、

あくまでそのような政治的影響を強く受け



たフランスの刑事立法及び刑事政策と日本

の状況を比較するという時限的な性格を一

部もつものである。 

 ちなみに、この間のフランスの刑事政策に

特に影響を与えた一連の治安立法と呼べる法

律として、①2002 年8 月29 日の「国内治安

の為の指針・計画法」、②2002 年9 月9 日の

「司法の為の指針・計画法」（ いわゆるペル

ベンI法）、③2003 年3 月18 の「国内治安の

為の法律」、④2004 年3 月9 日の「犯罪推移

に対する司法の適合に関する法律」（ いわゆ

るペルベンII法）、⑤2005 年3 月15 日の「刑

事違反累犯者に関する法律」、⑥2007 年3 月

5 日の「犯罪予防に関する法律」、⑦2007年8 

月10 日の「成年・未成年の累犯者に対策を強

化する法律」、⑧2008 年2 月25 日の「保安

監置および精神障害を理由とする刑事責任無

能力宣告に関する法律」、⑨2011 年3 月14 日

日の「国内治安行動の為の指針・計画法」、

⑩2012 年3 月27 日の「刑罰の執行に関する

計画法」等がある。これらの法律により、警 

察権限の強化、未成年再犯者の厳罰化、未成

年に対する犯罪、性犯罪者への厳罰化が行わ

れ、警察留置、裁判制度、刑罰、再犯者処遇

等の改革が行われたといわれている。 

 しかしながら、ある意味極端な厳罰化、治

安維持立法がなされたお陰で、その効果は意

外と現れていないこと、すなわち、真に効果

的な犯罪予防は単純な厳罰化では実現でき

ないという、日本にとっても参考となる研究

成果を得ることができたと考えている。以下

では、個々の分野の矯正困難者について、研

究から得られた知見と日本に導入可能な対

策について簡単に述べる 

（２）まず、性犯罪者への対策については、

物理的な対策として、電子監視（placement 

sous surveillance électronique mobile＝PSE）

が 2003 年から本格的に導入されている。こ

れは、アメリカ等で導入されていた電子監視

をフランスにも導入したものであるが、その

根拠となった「1997 年電子監視に関する法

律」の中で、①フランスの電子監視は、アメ

リカのように刑務所の収容率を下げる目的

ではなく、あくまで最新の技術を用いて現行

の行刑を補充する目的で導入されること、②

フランスの電子監視は、アメリカのように、

施設内処遇にかかる予算の削減という専ら

経済的効率のためだけに導入されるもので

はないこと、③フランスの電子監視は、アメ

リカのようにコスト削減という経済的見地

から導入されるのではなく、再犯予防、施設

内処遇の弊害の除去という積極的目的のた

めに導入されることが強調されていた。 

このように、当初は、短期自由刑の弊害を

避ける意図から、フランス刑事法の特徴であ

る「刑の個別化」の一環として、受刑者の社

会復帰への効率性の観点から導入された電子

監視であったが、2005 年3 月15 日の「刑事

違反累犯者に関する法律」により、より危険

な累犯者への対策のために電子監視が使われ

るようになった。すなわち、それまでは1年以

下の拘禁刑に処された受刑者にのみ科されて

いた電子監視が、軽罪（7年以下の拘禁刑）で

有罪判決を受けた受刑者にまで拡大され、性

犯罪や暴力犯罪で有罪判決を受けた受刑者に

対しては、仮釈放の際、いわゆる保安処分の

一種である「社会内司法追跡」（ suivi 

socio-judiciaire）として科されるように

なった。その期間は、7年以下の拘禁刑を科

された者には2年、軽罪の場合は更新が1度可

能（最長4年）、強姦などの重罪（10年以上の

懲役）の場合は更新が2度可能なため、最長6

年まで電子監視を付すことが可能となった。 

 では、実際の運用はどうなっているだろう

か。導入された電子監視の実施は、2003年に

年間948人、2004年に2911人、2005年に4155

人、2006年に6177人、2007年に7900人、2008

年に112591人、2009年に13994人、2010年に

16797人、2011年に20082人、2012年に23215

人、2013年に23147人とこの10年で約10倍に増



加している。その期間は、2003年の平均2，4

カ月から2013年の平均4，8カ月へと2倍となっ

ているが、日本で想像するより短い期間であ

ることがわかる。やはり人権意識が高く、プ

ライバシー侵害に敏感なフランスでは、再犯

防止のためとはいえ、何年も電子監視を行う

という考えには、法律家のみならず世論の反

対が強いのだという。 

 また、電子監視以外の性犯罪対策として、

特別の矯正プログラムも行われている。特に

2007 年から導入された再犯予防プログラ

ム（ programmes de prévention de la 

récidive ）は、暴力行為、性犯罪等の再犯

を繰り返す受刑者だけが参加するグループ

を作り、そのグループ内での討論等を通じ

て再犯を防止しようというものである。通

常グループは12 名までで構成され、2 名の

保護・同化行刑官により各グループは運営

され、心理学療法士のアドバイスを受ける

こともある。グループ内での討議、勉強会

は10-15 回行われ、1 回の開催時間は2 時

間ほどであるが、同プログラムは義務では

ないという。 

 このような矯正プログラムは、日本でも

既に2006年から導入されているが、日本で

もフランスでも目立った効果は表れていな

いように思われる。どこか改善の余地がな

いか、更なる研究が必要であろう。 

 他方、電子監視も、10年以上の経験があ

るフランスでも、それほどの効果がないと

いうことが分かったので、反対の多い日本

で殊更導入する必要性に欠けるといえよう。 

（３）次に、薬物依存者の再犯者については、

日本では単純な厳罰化で対処しているが、そ

の再犯防止効果に専門家から疑問の声が上が

っている。 

 翻ってフランスでは、刑法典第131－10条に

より、 重罪 軽罪において適用できる補充刑

を定めている。たとえば、「禁止」（interdict 

ion ）、「剥奪」（déchéance）、「権利無能

力・権利の返納」（incapacité ou retrait d'un 

droit）、「治療命令・履行義務」（injonction 

de soins ou obligation de faire）、「物の

不可動措置・物の没収」（immobilisation ou 

confiscation d'un objet）、「動物の没収」

（confiscation d'un animal）、施設の閉鎖

（fermeture d'un établissement）、「判決

の公示」（affichage de la décision 

prononcée）等がある。 

 この中の治療命令が薬物犯罪には多用され

ており、少なくとも刑罰よりは効果的な犯罪

防止措置となっているように思われる。ただ

し、治療が終わって後、環境や生活上の困難

等から薬物に手を出す再犯者もおり、その点

の再犯防止の困難さは、日本と共通している。 

 その後のサポート体制の確立・強化などは

今後の課題であるが、少なくとも、裁判の段

階では、単なる刑罰以外に、専門家の医療を

公費で受けられるようなフランスと同様の治

療命令システムの導入は、急務であるように

思われる。 

（４）第３に、高齢犯罪者については、日本

とフランスでは顕著な違いが見て取れた。 

 以下は、フランス司法省で入手した、1980

年から 2011 年までの年代別受刑者数の変化

を表す表である。 

 

 右から 3 番目の 60 歳以上の受刑者数は、

1980年の359人から2011年の2383人まで約

6 倍に増加している。このため、当初は、日



本と同様、高齢犯罪者の数や有罪判決数が増

加しているのかと考えた。しかし、60 歳以上

の犯罪者による有罪判決数は、2011 年が

17376 件（全体の 2.9％）、2012 年が 18259 件

（全体の 3.0％）、2013 年が 17073 件（全体

の 2.9％）のように横ばいであった。 

 この現象をどう説明するか、司法省少年局

のショケ研究部長にインタビューしたとこ

ろ、「フランスでは、高齢者の行くべき場所

は刑務所ではなく、家族の受け入れや福祉施

設だという考えの下に、裁判官が高齢者には

実刑を科さず、他の代替処分を科しているも

のと思われる。累積で高齢者が増えているよ

うに見えるのも、高齢犯罪者で刑務所に入る

新規受刑者が増加しているのではなく、若い

時に実刑判決を受けた長期受刑者が結果的

に高齢化しているに過ぎない。」との説明を

受けた。 

 この点は、日本と異なる点であり、人道上

の観点から高齢犯罪者に実刑を科さず、福祉

的な対応を行うフランスの方向を是非見習

うべきだと思われる。日本で高齢犯罪者、再

犯者、受刑者が急増している背景には、社会

の高齢者福祉政策の遅れがある。この点でも、

フランスは日本に比べて大変進んでおり、そ

もそも福祉から漏れて犯罪を犯さざるを得

ない高齢者自体が少ない。日本は、犯罪の前

段階でも犯罪後の対応でもフランスに後れ

をとっており、方向転換は急務である。 

（５）最後に、オランド政権への交代後、2013

年 2月に司法省主催で「再犯防止の新たな刑

事政策」のためのコンセンサス会議が開かれ、

首相に提出された報告書の内容を紹介して、

本報告書のまとめとしたい。 

 報告書は 5部に分かれており、１）民主主

義社会で罰することの意味、２）法律上の再

犯者概念の再考、３）効果的な刑務所の時間

の構築、４）科刑の根拠に関する再考、５）

よりよい研究との連携、と題される。 

①１）「民主主義社会で罰することの意味」

の章では、Ａ刑罰の意義と機能と題し、拘禁

刑は、他の多くの刑罰の一つに過ぎず、他の

より効果的な代替手段にとって代わられる

べきだと主張する。Ｂ刑の序列体系として、

自動的な刑罰の概念を捨て去るべきだとし、

Ｃ刑務所から独立した新たな刑罰の創設と

して、「応報刑」ではなくむしろ「予防刑」

の観念を強調している。また、Ｄ刑事司法の

周辺として、拘禁刑を科すいくつかの犯罪を

科さない犯罪へ転換すべきとしている。 

②２）法律上の再犯者概念の再考では、2005

年の「刑事違反累犯者に関する法律」以来、

いたずらに再犯者概念が拡張されてきたこ

とを反省し、機械的に再犯者を増やすのでは

なく、再犯者の社会復帰をむしろ推進すべき

だと主張する。 

③３）効果的な刑務所の時間の構築では、Ａ

刑務所と社会復帰の両立は困難な方程式で

あるとし、市民の尊厳を基調とした刑務所に

すべきと主張する。Ｂ解決の選択としての仮

釈放として、単なる放任としての釈放を避け

るべきだとする。Ｃ社会的権利と共通の権利

へのアクセスとして、受刑者にも他の一般市

民と同様の社会的権利や共通の権利へのア

クセスを許すべきだとしている。また、Ｄ刑

罰後の刑罰として、保安期間の廃止を主張し

ている。 

④４）科刑の根拠に関する再考では、Ａ司法

の担い手の役割として、刑罰適用判事や社会

復帰ないし再犯予防サービスの担い手の役

割を再考し、より再犯防止に役立つ役割を構

築してゆく必要性を強調し、Ｂ実施の新しい

方式の導入を検討すべきとしている。Ｃ人の

評価として、刑事司法の様々な段階で被疑

者・被告人を評価することによって、よりき

め細かな「刑の個別化」を実現すべきとして

いる。 

⑤最後に、５）よりよい研究との連携として、

より効果的な再犯防止策を構築するために

は、更なる研究が必要であり、様々な個々の



研究を整理し、より効果的に連携させる仕組

みの構築が急務であると結んでいる。 

 全体的に、サルコジ政権下で行われた治安

重視立法や厳罰化に対する批判が込められ

ており、実際のデータでも明らかな効果は認

められていないことから、フランスの経験に

学び、日本でも厳罰化ではなく、各犯罪者に

最適な刑罰（刑の執行猶予も含む）や治療、

矯正プログラムの実施に努めることが、回り

道のようでも、矯正困難者に対する効果的な

刑事制裁であると確信する。 
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